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受  理  番  号  陳 情 第 6 9 号 

件   名  
補助金292万円を受け，懇談会，忘年会経費，先進地視察（草津温

泉）等約130万円を補助事業決算計上するコミュニティ木崎村セン

ター長の不正主導の継承について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要   旨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
コミュ二ティ木崎村は自治会 19 団体，約 9,000 人の住民を擁す

地域団体であるが，その平成 23 年度補助事業実績報告された地域

振興事業決算書に，補助対象外懇親会費等が計上されている。  
 

平成 23 年度(円)

コミュニティ木崎村補助金総事業費 5,837,935

豊栄地区地域振興補助金 （ 50.16% ） 2,928,000

 対 

 象 

 外 

 経 

 費 

総会懇親会 334,320

先進地視察（草津温泉） 549,278

区長と語る会 95,986

忘年会経費 230,710

豊栄・東京の会参加旅費 50,000

慶弔費 30,000

補助対象外経費  合計 1,290,294

 
⑴総会後の懇親会 

毎年１回開催する定例総会（４月 23 日）に 117 名が参加し，総

会終了後に酒宴遊興して懇親する。 

⑵先進地視察 

６月 20 日草津横谷温泉に１泊，22 名参加 

９月 23 日草津白根山に１泊，６名参加 

 

 

（裏面につづく）
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⑶その他，詳細について情報公開を要望したが，センター長は自治

会長の同意を要求する。そのため，横土居自治会長の承諾書を提出

し，「10 月 17 日に役員会を開催し，開示要望資料は内部管理資料で

あり，第三者に公開することを予定していないから非公開と決定」

との公開拒否の回答文書を受けた。なお，請求者は住民構成員であ

る。 

平成 22 年９月議会から行う陳情，補助金等事業「新潟東港横土

居地域対策協議会」の組織と運営に深くかかわった所管長等の違法

事務は，偽計威力業務妨害罪（刑法第 233 条後段，同法第 234 条）

として刑事告発されているが，その運営に平成 17 年から平成 19 年

の３年間，産業経済課長の立場で公金を違法に浪費した事務局長

が，退職後コミュニティ木崎村のセンター長（嘱託職員）として同

地域コミュニティ事業を運営主導している。 

前記⑶項の資料公開拒否は，新潟市情報公開条例第６条（公開義

務），新潟市自治基本条例第 15 条等，財務部長通達「平成 19.4.1，

3(3)」ほかに反した腐敗事務の認識であり，告発事件の犯行から継

承されている証明である。 

ゆえ，継承事務の断絶は職員に癒着した篠田昭市長に意欲なく，

それにかわる議会の権能が必要と考察する。 

したがい，議員報酬 1,200 万円に担保された新潟市議会基本条例

及び新潟市自治基本条例第８条（議会の役割及び責務）に基づいた

調査監視義務の遵守（コンプライアンス）を求める。 

 


